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議会運営委員会会議録 

 

平成２９年６月５日 月曜日 

  午後１時３１分開議 

  午後２時２３分閉議（実時間３１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議員発議案第３号及び同第４号の採決方法

について 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  野 﨑 伸 也 君 

副委員長  松 永 純 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  鈴木田 幸 一 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 議会事務局長     東 坂  宰  君 

 議会事務局次長    嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     嶋 田 和 博 君 

            増 田 智 郁 君 

 

（午後１時３１分 開会） 

○委員長（野﨑伸也君） 皆さん、改めまして

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ただいまから議会運営委員会を開

会いたします。 

                              

◎議員発議案第３号及び同第４号の採決方法に

ついて 

○委員長（野﨑伸也君） 先ほど増田議員ほか

１３名から、発議案第３号及び同第４号の採決

に当たり無記名投票の要求がありました。つき

ましては会議規則第７１条第１項の規定に基づ

き無記名投票による表決となりますので、この

後の議事の進め方について、事務局からまずは

説明を願います。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 着座のまま失

礼いたします。ただいま委員長からありました

ように、表決に当たって出席議員３名以上から

無記名投票の要求がありましたので、会議規則

第７１条第１項の規定に基づき無記名投票によ

る表決を行うことになります。この無記名投票

の方法につきましては、問題を可とする者は賛

成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記

載し、投票箱に投票することになります。 

 なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明ら

かでない投票は否とみなします。仮に可否同数

となった場合は議長裁決となります。また、議

場の出入り口閉鎖や投票用紙の配付、投票箱の

点検、投票・開票などについては、選挙規定が

準用されることになります。そこで、開票に際

しまして立会人３名が必要となりますので、選

任をお願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明が終わりました

けれども、まず、無記名投票を要求されました

増田議員がこの委員会におられますので、無記

名投票を要求された理由を、まずはお伺いした

いというふうに思いますけれども、よろしいで

すか。 

○委員（増田一喜君） やっぱり、この件に関
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しては、議員さんたちが自分たちで議論を重ね

てこられましたけども、中には会派とかそうい

うところで、自由投票であるべきなんですけれ

ども、やっぱり会派の中での締めつけとかいろ

いろなことがあるでしょうから、記名じゃなく

て無記名にされると本当の意味での自由投票が

できるんじゃないかと、自分の意思表示ができ

るんじゃないかと考えまして、無記名というふ

うにお願いをしたわけです。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） 確認ですけれども、

第３号については１４名の方が提案されていた

と思いますけど、その中でそういった御意見が

あったということなんですか。自由投票のほう

がいいというような御意見があったということ

で御理解してよろしいですか。 

○委員（増田一喜君） そうです。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 それでは、この件について質疑ありません

か。 

○委員（中山諭扶哉君） うちの会派ではです

ね、話しました結果ですね、記名投票をしたい

という意見がありましたので、この場合、どう

なるのか、委員長、よろしいでしょうか。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、記名投票の要求

というようなことがあったかと思いますけど

も、その前に古嶋委員から質疑がありますけれ

ども、よろしいですか、古嶋委員、先にこちら

のほうを。やられますか。 

○委員（古嶋津義君） 局長にお尋ねします

が、可と書くとですか、丸と描くとですか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 可と考えられ

る方は賛成です。否とされる方は反対と書いて

ください。賛成か反対となります。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

 それでは、中山委員から記名投票の件に関し

て議事の進め方等についての質疑がありました

ので、事務局のほうから回答をよろしいです

か。 

○議会事務局長（東坂 宰君） まず、先ほど

議場におきまして無記名投票の要求がありまし

た。もし、記名投票をですね、要求される場合

は、また議場におきまして、どなたかまず提案

される、要求される方がいらっしゃって、その

人から口頭でのですね、要求をお願いすること

になると思います。それにあわせまして、先ほ

どと同じように３名以上必要でございますの

で、賛同者の確認ということで、賛同される方

の挙手をとるということになります。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明が終わりました

けど、よろしいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに質疑ございま

すか。 

○委員（成松由紀夫君） 今の関連なんです

が、そういうこともわからんじゃないんですけ

れども、先ほど議長は、「所定の賛同者があり

ますので、この要求は成立いたしました。よっ

て会議規則第７１条第１項の規定により無記名

投票をもって採決いたします」って宣言されと

っとですよね。議場で宣言されたものについ

て、その準備などのためにしばらく休憩します

ですから、先ほど無記名投票で決した宣告をさ

れている後にこういう話をまた後づけでどんど

んどんどんやるというのは、１回宣告された部

分でいくと、ひっくり返ることはないだろうな

と。議長がそれを撤回されるというようなこと

はまずないでしょうから、前例からいって。慣

例からですね。 

 なので、先ほど我々は無記名投票の準備のた

めに時間がかかられてるんだろうという理解で

おるんですけど、その辺はいかがなんですか

ね、事務局。 

○議会事務局長（東坂 宰君） まず、先ほど
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無記名の投票につきましての要求がありました

ので、賛同者等々のことで成立いたしまして、

そういう形で進めますということで議長は宣言

されました。その時点では、今おっしゃったよ

うに記名投票の要求があっておりませんので、

片方だけでしたので、一応そういう宣言がなさ

れたわけで、そこで確定はいたしております。

ただ、今ここでお話があったように、この後に

記名投票につきましての要求もできますので、

それが成立するということになればですね、両

方が競合するという形で、これは後々に続きま

すけども、それをどちらか決めていくという形

になります。 

○委員（成松由紀夫君） いや、無記名か無記

名じゃないかなんですよ、結論は。でも、無記

名の部分で宣言された以上ですよ、そこはちょ

っと私は違うと思うとですよね。その辺は全国

議長会とかいろいろ問い合わせをまたしなっと

でしょうけど、一旦宣告して「採決いたしま

す」ということと、会議規則第７１条第１項も

含めて宣言されてるので、それがまた覆される

ということはあってはならんというふうに思い

ますけどね。議長判断になるのかわからんです

けど。 

○委員長（野﨑伸也君） この件に関して。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 今の件につ

きましてですが、例えばの例を挙げますと、起

立採決などにおいて多少を認定しがたいとき、

また議長の宣告に対して出席議員３人以上から

異議があるときは、議長は記名または無記名投

票で表決をとらなければならないとされていま

す。これはどういうことかというと、議長が起

立採決をして、例えば、起立多数、あるいは起

立少数というのを宣告をされたとしても、そこ

から異議を申し立てることができるというふう

になっております。それは最終的に記名・無記

名投票というのが本来の確実な採決の方法であ

るからであります。 

 先ほど無記名投票ということで要求がありま

して、成立をいたしました。無記名投票で行い

ますということで議長が宣告され、準備のため

休憩をとっている状態にはありますが、少なく

とも、この方法には記名と無記名という２つの

方法があるわけでして、一旦宣告したからとい

って、もう一方の投票方法、採決方法を排除す

ることにはならないというふうな理解をしてお

ります。 

○委員（成松由紀夫君） それは理解の話です

かね。解釈の話で、事務局としてはそういうふ

うに理解しとるという、解釈してるという話で

すか、今のは。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 私たちがで

すね、議会運営でのバイブルとしております

「議会運営の実際」の中でですね、そういった

解釈が記載されております。 

○委員（成松由紀夫君） 解釈の仕方、あとは

正副議長というか、議長の判断によるところに

なるんでしょうけれども、無記名投票というこ

との先ほどの増田議員の理由説明もそうなんで

すが、本当はこうなんだとか、ああなんだとい

うような、やはり話が、例えば、げなげなで出

ている場合のときもですね、後ですっきりきち

んとできるように無記名のほうが、やはりきち

んと議会の本当の投票ができるんじゃないかな

という、やっぱりそういうところがあるんです

よね。 

 質問等々も、うちの古嶋団長の発議に対して

も出ておりましたけども、実際問題、こまごま

経緯を話す気持ちはないですけど、以前の流れ

からいけば、うちは４削減を前回打ち出しとっ

て、そして、前回寄り添ったところで２削減

で、また２という話と、公明党さんが６段階的

削減というのもあって、そういう中で、今回こ

うですよというのが３０と２８に出た。その採

決方法を、どうやったら本当に反映させるのか

といったときの、いわば無記名で、それを先ほ



 

－4－

どの挙手で議長が成立宣言された後に、その投

票をもって採決いたしますと言われとるわけで

すから、そこをしっかり尊重していただきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） さっきのちょっと確認

なんですけど、採決の方法としては起立、挙手

もありますよね。それと記名、無記名とあるけ

れども。とういうことは、一旦、無記名としま

すと言っても、いや、記名にしてくれという要

求があれば、今度記名もやる。それでもだめだ

といえば、順次、今度は起立、挙手というふう

に、最終、全部の方法をやるということになる

のかな、それは。 

○委員長（野﨑伸也君） なり得ないと思いま

すけど。説明されますか。（｢いや、さっきは

そうでだったでしょう」｢そういうことでしょ

う。なぜ委員長がなり得ないと答えてるのか。

事務局のほうでちょっと」と呼ぶ者あり） 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 会議規則、

先ほどから申し上げますとおり、本来、記名、

もしくは無記名投票によることとされておりま

す。しかしながら、議事の効率、能率性の問題

から、よっぽど可否同数、賛成・反対が拮抗す

るというのがあらかじめわかっている場合を除

き、議事の効率性から起立あるいは挙手の採決

をとることになります。一般的にそういった議

事の進め方をしますが、その中で異議が出た場

合、記名、無記名の投票に移行をするというこ

とになります。ただ、この両方が競合した場合

は無記名投票でどちらにするかを決めるという

流れになっております。 

○委員（増田一喜君） ということは、それか

ら先は起立、挙手とかは一切ないと、ルール上

はないということなんですかね。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） はい、そう

いう選択肢はございません。 

○委員（増田一喜君） 一つ勉強になりまし

た。 

○委員（成松由紀夫君） 関連で。大体今の話

を聞くと、通常が起立、挙手。重要なやつは起

立。私たちが認識するところですよ。予算の大

事なところは起立、あとは挙手。拮抗するよう

なときに起立採決であったり、今言われた無記

名とか記名とかというところになるんでしょう

けど、最終的にそれは議運で決めたりとか、通

常しないじゃないですか。本来はそこの決定権

ちゅうのは議長にあるわけですよね。そこはど

うなんでしょう、決め方として。今までの関

連。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 通常であれば

ですね、先ほど嶋田次長が申しましたように、

起立であったり挙手であったりで決めます。こ

の記名あるいは無記名の投票につきましては、

議運とかではなくてですね、議場、本会議場に

おきましての要求、きょうの場合は口頭でした

が、事前にですね、これを文書として出すこと

もできます。これが一番優先されるということ

になりますのでですね、これが出れば投票でや

る。無記名、記名にかかわらずですね。 

○委員（成松由紀夫君） ちょっと今の、方法

論としてですよ、通常は申し入れがあればとい

うことが今出たんですけど、通常は議長がそこ

は決めていきなるわけでしょう、単純に。これ

は起立です、これは挙手ですよと、それは議場

整理権の部分で議長が判断して、拮抗するごた

っけん、これは起立でいくとか。その無記名、

記名というのは、要求が議場であった場合、き

ょうみたいな慣例じゃないようなことがあった

ときは、こういう対応をしていくんだけどとい

うことで、そもそもでいうたら、議長がそこは

判断していくというところかどうなのかだけを

確認したかっです、私は。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 通常の状況に

おきましては、成松委員がおっしゃったとおり

で、議長の判断でやっていきます。 
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○委員（成松由紀夫君） 議長の判断、議事整

理権ということでよろしいですね。 

○議会事務局長（東坂 宰君） はい。 

○委員（増田一喜君） 今さっきあれやったけ

ど、文書で出したらそっちを優先しますと言わ

れて、きょうのやつは口頭で言いましたよね、

議場では。それが決定されたんだけども、次、

文書が出てきたということなら、それが優先さ

れますということになれば、議場で先ほど口頭

で言ったのよりも優先するちゅう意味合いを持

ってるんですか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） それは文書の

場合も、口頭の場合も同じ効力でございます。

文書で出たほうが強いとか、口頭が弱いとか、

そういう部分はありません。同じものとして取

り扱いをいたします。 

○委員（増田一喜君） 優先権はないというこ

とね。 

○議会事務局長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに質疑ございま

すか。 

○委員（中山諭扶哉君） 今さっきちょっとお

話の中で、記名か無記名かを無記名で決めます

みたいな話を今聞いたんですけど、それはちょ

っと、どういうことなんでしょうか。 

○委員長（野﨑伸也君） もう１回よろしいで

すか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） まずですね、

先ほど無記名投票が出ております。今度もし、

記名投票が出て競合した場合はですね、これ

は、皆さんお持ちの会議規則の中のですね、７

１条第２項によってですね、議長は、両方あっ

た場合は、いずれの方法によるかを無記名投票

で決めるということは、これは規定されており

ますので、この規定に基づいて粛々と進めてい

くということになります。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） 今のに関連して、ち

ょっと東坂議会事務局長に確認しますけど、先

ほど、議事の決定に当たっては議長の権限にな

るというような話をされましたけれども、規則

によって決まってるという話ですよね、先ほど

の説明からいけば。議長にどんなに裁量権があ

ったとしても、順番的に、異議があったりすれ

ば、それを優先して諮っていかなければいけな

いというふうなことが決まってるということで

よろしいですか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） そうでござい

ます。先ほど私が「議長が」と言いましたの

は、要するに、基本的には投票が１番なんです

けども、採決の場合に、起立をしたり、挙手を

されたり、そこの選択についてはですね、議長

が、もちろん例規に基づきながらですけども、

そちらの判断、これは起立で、これは挙手でと

いうことで判断していかれるというようなとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） もう長い年期をもって

こられた議員さんというのは、会議規則からも

ほとんど見ておられる、目を通しておられると

思うんですが、私も１００％見ておるわけじゃ

ありませんけど、これは経験上なんですけど、

今、成松委員が言った解釈という言葉、これは

全国議長会で、いろいろな解釈の事例、そして

また判例等々もあります。１００％国の法律、

９条じゃありませんけども、完璧じゃないとい

うのをまず理解しとかないかん。地方の議会で

ある程度裁量があるんですよね、解釈の仕方と

いうのは。ですね。 

 その中で、今なぜ今回の本会議で増田議員が

無記名投票というのを要望されたのかと、要求

されたのかということなんですが、先ほど来、

嶋田次長あたりもちょっと個人的なあれで、事

務局としてのですね、役割の中でお話ししたん

ですけども、経験上、これは絶対ですね、成松
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委員がさっき言われたんですけども、議長があ

る程度のですね、この議案については、この発

議については投票したほうがいいんじゃないか

なと、事務局と判例なり解釈を見ながら決める

んです、普通は。そして、それを議会運営委員

会にかける。その前に代表者会をする。代表者

会の中には大概議運の委員長も入っとだから、

だから、そこで調整をする。調整がきかんだっ

た場合にはまた返す、議運のほうでどうするか

ということで。また調整きかんときはまた代表

者会を開くという、この流れをですね、ずっと

私は経験上、やってきました。だから、それで

落ちつくんですよ。落ちつかないことはほとん

どありませんね。それはもう、はっきり言って

投票すればいいわけですから、記名にするか、

無記名にするかということを。議案については

起立を、じゃあ、この議案については、１８あ

る議案について、起立はどこでしょうかと。じ

ゃあ、はっきり言って見ます、与党、野党の中

でもですね。議長はそこに物すごく権限がある

んですよ。今、成松委員が言われたとおりです

ね。 

 そんならば、はっきり言って、これは起立に

しようと。ですね。じゃあ、これは挙手にしよ

うと。どうしてもわからんのは、もともとから

そうなんです、投票にしようということはです

ね、大体こういう中では投票にしたほうがいい

んじゃないかと。それについて記名にしようか

無記名にしようかって事前の調整の中で議運で

決めて、そして、議運が会派に帰ってからこう

いうことですと伝えれば、きょうの増田委員の

無記名の要求はなかったと思うんですよ。説明

をきちんとしておけばなかったと思いますよ。

そういうのを事前に私たちはやっぱしある程度

ですね、お互いに理解をしなければ、これはも

う、要求して、これをどうどうと、こんな休会

してですよ、するより、やっぱりお互いに話し

合いをしてですね、こういう流れでこう行きま

しょうやということの流れをですね、これから

採決の方法を導いていかなければですね、やっ

ぱり過去を振り返れば、そがんした問題はいっ

ぱいあるんです。じゃあ、誰が一番悪かったか

ってなるわけでしょう。だけん、そういうのは

やっぱし反省をしながら、そして採決の方法で

いい方向に行くようにしたらどうですか、成松

委員。 

○委員長（野﨑伸也君） もうよろしいです

か、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今ちょっと。 

○委員（成松由紀夫君） 今、山本委員が言わ

れたのはまさにそのとおりで。というのはです

ね、私が１期目のとき、山本議長が最初の議長

のときに、よう言う聞かせっもらいよったとい

うか、御指導仰ぎよる中で、よう言いよらした

っですよ。あんないって、会議規則は１００％

じゃなかっぞって。そこを全部網羅してやって

いくのが議場整理権だと。だから、議場整理権

の中で常に議会のコントロール的なことはきち

んとやって、公明正大にやっていくんだという

ような話があったんですよね。だから、いろん

なやり方があると、採決方法にしろ何にしろあ

るっていう当時の話も考えた上で、やはりきょ

うの今、山本委員が言われることは、まさに私

が思うとったことば今言いよんなるなと思っ

て、そこは同感です。 

○委員（山本幸廣君） そういうことで理解を

していただいたということで。お互いにですけ

ども。そこで、要求された増田委員がおられま

すからですね、委員長、そこらあたりの方法に

ついてですね、事務局サイドの解釈も含めてで

すよ、手順を踏んで、なるだけスムーズにいく

ようにですね。やはり議員一人一人は一国の主

ですから、先ほど言われた自由の権限もある

し、自由の選択もせにゃいかんし、それは私

は、一議員としてはですね、それはきちっとや

っぱり私は、投票なり挙手なり、そしてまた起
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立なりというのは、これは権限を持っとるわけ

ですから、その中でのですね、流れというのを

ですね、こういうような休憩を長々としてから

ですね、市民感情の中で何やっとんのかと言わ

れるより、私はスムーズにいって、お互いに理

解をしてスムーズに行くようなですね、事務局

サイドのですね、事務の手続等をしていただき

たいというように、委員長、思います。よろし

くお願いします。 

○委員（成松由紀夫君） 今の山本委員の関連

で。だから、先ほど私が言った部分の、山本委

員が言われる、まさに混乱せんでというのは、

当時、こういう部分も教わっとったっですよ

ね。議長の議場整理権は、ある意味、絶対なん

だと。首長の発言にしても、制止できるのは議

長なんだと。だから、議長の発言というのは重

いんだということも当時、言われとった中で、

私が言いよっとは、先ほど、休憩以前に発言を

議長がされて、宣告された部分というのは、や

はり重きを置いたほうがいいんじゃないだろう

かと。それを、議長の発言に重きを置いた上

で、また皆さんで話をされたらどうかなという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） 関連ですけども、議長

は議場において２名以上の賛成がありましたの

で、要求としては成立しましたと。通常であれ

ば、そこで要求として成立しましたけれども、

ほかにありませんかということを言わずして、

次、はい、だから無記名投票にいたしますと宣

言してしもうたもん。 

○委員（成松由紀夫君） 宣言されたんですよ

ね。 

○委員（増田一喜君） うん。その場合であれ

ば、次の記名という話が出るんであれば、次の

意見が出る、それを少し待ってする、それがや

っぱり議長としての一つの賢いやり方なのかな

という気もしたんですけどね。それからすぐぱ

ぱぱっといって、もう無記名投票いたしますっ

て宣言したものだから、こっちは、ああ、それ

は決定したんだなと思って、今ちょっとオロオ

ロしているところですけどね。そこらあたりも

やっぱり、議長は議長としての自分ときちんと

したそれをもって宣言していただきたいところ

はありますね。それをわざわざ議運のほうに諮

るような話ではないんじゃないかなという気も

せんでもないんですけどね。 

○委員（山本幸廣君） 増田委員が言われるの

も、それはわかります。ただ、議長の整理権の

中で、あの場面ではですね、はっきり言って事

務局サイドも、やはりこれは判例解釈というの

が会議規則も含めて全国議長会にありますけ

ど、それについてはある程度のやっぱし時間を

いただきたいという気持ちはあったと思うんで

すよ。ですね。だからこそ、議長としてはああ

いう宣言をしたんですけども。その後につい

て、今の解釈の方法というのを今、御提案され

たわけでしょう。だから、これからその解釈の

方法の中でどうしますかということで、みんな

今、諮っとるわけですけんでから。それをやっ

ぱしお互いに議論しながらですよ。方法を、は

っきり言って、記名もですよ、はっきり言って

から、事務局サイドがよろしいですよというよ

うなことであるわけですから。それで、あとは

投票の問題で、どう投票するかという。そこあ

たりについても、もう少し増田委員に理解でき

るようにですね。理解しておられると思います

よ。だけど、理解してもらえるように、説得じ

ゃないですけども、その方法をもう１回だけで

すね、話をしていただければと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員（増田一喜君） 今回のこの休憩中の議

運なんですけども、ここにもありますように、

議員発議案第３号及び第４号の採決方法につい

てということで、最初、冒頭、議長宣言で無記

名投票による採決となりますというような報告
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がありましたよね。その後に、次、じゃあ、無

記名にしたらどうなるのという話になっていっ

ちゃって、こういう場合はちょっと、先ほど議

場で無記名で行いますみたいな宣言をしておい

て、今度はそれを取り上げてというんじゃ、ち

ょっとまた先ほどの宣告と、この委員会を開い

てるのと少し違うのかなと。それが一旦終わっ

て、そして、次、記名投票するというような、

そういう少し分かれた話でもあるのかなと、そ

んな気もするんだけども、何でいっしょくたん

に、そういう意見がここで出てきましたからっ

て、それを話せないけんのかな。 

○委員長（野﨑伸也君） しばらく休憩いたし

ます。 

（午後１時５８分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１９分 開議） 

○委員長（野﨑伸也君） 休憩前に引き続き委

員会を再開いたします。 

 先ほど質疑に対し全国市議会議長会に照会を

かけましたけれども、その件について報告のほ

うを嶋田事務局次長のほうからお願いします。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 先ほど来、

議題となっております、無記名投票を議長のほ

うから宣告をなさった後、後に再開して記名投

票の要求があった場合、これは競合することに

なるのかという疑義につきまして、全国市議会

議長会の調査広報部の法制のほうに確認をとり

ましたところ、一旦議長の宣告の後、すぐに投

票に移行した場合はできないと。しかしなが

ら、一旦、その準備のために休憩をとった場

合、休憩を解いて開会直後に記名投票をされた

しとの要求があった場合は、それは記名と無記

名が競合するというふうに考えてよいというふ

うな結論でございました。 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、いろいろ

と質疑ありましたけれども、もう一度ですね、

先ほどの一連の投票の説明について、もう一

度、議会事務局長から説明のほうをお願いいた

します。 

○議会事務局長（東坂 宰君） ただいまのは

投票の方法ということでよろしいですね。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 無記名、記

名、両方説明させていただきます、あわせまし

て。 

 まず、仮に記名投票――、記名投票のほうは

初めてですのでわかりにくいと思いますけど

も、要するに２つが競合した場合はこれを諮る

んですけども、まず、どちらにするかというの

は無記名投票で諮るというのは先ほど説明しま

したので、そこまではいいかと思います。無記

名投票で投票になった場合は投票用紙が参りま

すので、それを可とみなされる方は賛成と、否

とみなされる方は反対と、賛成か反対という形

で書いて投票箱に投票用紙を入れていただくと

いうことになります。もし仮に記名投票となっ

た場合には、皆様方の机の上に、まだ開封して

ないんですかね、こういうのが入っておりま

す。この白と青の札です。これは鈴木田議長の

を今、お借りしてきておりますけども、これの

問題に対して、それを可とされる方は、この白

い票、白票だけを持っていっていただいて、担

当がおりますので、それにお渡しいただくとい

うことになります。この問題に対しては自分は

否だと、反対するという方はこの青票、青い札

を持っていっていただいて担当にお渡しいただ

く。白が賛成、青が反対というふうに考えてい

ただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。よ

ろしいですか。御質問等ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、記名・無

記名投票があるようでございますので、投票の

立会人の選任について御協議いただきたいとい



 

－9－

うふうに思っておりましたが、先ほどの休憩中

にですね、３名、立会人のほうを出していただ

きましたので、お諮りをしたいというふうに思

います。 

 立会人、まず改革クラブ、中山議員、無所属

未来、松永議員、自民党礎、村川議員、３名の

立会人をお願いしたいというふうに思いますけ

れども、これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 ほかに何かありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、以上で議

会運営委員会を閉会いたします。 

（午後２時２３分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年６月５日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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